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研修改善事業の実施に至った背景
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介護保険部会意見書（平成２２年１１月３０日）

居宅介護支援に係る指摘等

○ ケアプラン、ケアマネジャーの質の向上について、以下の指摘

・地域包括ケア実現のため、
・介護保険外のサービスのコーディネート 関係職種との調整

介護保険部会意見書（平成２２年１１月３０日）

・介護保険外のサービスのコーディネート、関係職種との調整
・重度者について医療サービスを適切に組み込む
・自立支援型、機能促進型のケアプラン推進

・ケアマネジャーの独立性、中立性を担保する仕組みを強化
・ケアプランの様式変更やケアプランチェックなどに取り組む・ケアプランの様式変更やケアプランチェックなどに取り組む
・ケアマネジャーの資格のあり方や研修カリキュラムの見直し、ケアプランの標準化等
・セルフケアプランの活用支援の検討

○ 施設のケアマネジャーの位置づけの明確化が必要との指摘

※平成２３年１１月３０日の介護保険部会の「議論の整理」においても、ケアマネジメントの機能強化に向けての制度的対応の
必要性の指摘。

介護給付費分科会審議報告（平成２３年１２月７日）

○ ケアマネジメントについて、様々な課題（※）が指摘されていることを踏まえ、ケアマネジメントの在り方の検討の必要性を
指摘。

介護給付費分科会審議報告（平成２３年１２月７日）

特に、施設におけるケアマネジャーの役割、評価等の在り方について、次期介護報酬改定で結論と指摘。

※指摘されている課題
・利用者像や課題に応じた適切なアセスメントができていないのではないか。
・サービス担当者会議における多職種協働が十分に機能していないのではないか。サ ビス担当者会議における多職種協働が十分に機能していないのではないか。
・医療関係職種との連携が不十分なのではないか。
・施設におけるケアマネジャーの役割が不明確なのではないか。 等

分科会等で指摘された様々な課題に対応するため検討会を設置し議論を進める。 2



介護支援専門員（ケアマネジャー）の資質向上と今後のあり方に関する検討会

①趣旨①趣旨

介護支援専門員（ケアマネジャー）については、社会保障審議会介護給付費分科会において、
「ケアマネジャーの養成・研修課程や資格のあり方に関する検討会を設置し、議論を進める」とさ

②検 事

ケ ジャ 養成 研修課程 資格 あり方 関する検討会を設置 、議論を進 る」 さ
れたことを踏まえ、ケアマネジャーの資質の向上と今後のあり方について議論を行うため、本検
討会を開催する。

②検討事項

・ケアマネジャーをめぐる課題の整理
・ケアマネジャーの養成カリキュラム、研修体系のあり方養成 リ ラ 、研修体系 あり方
・ケアマネジャー試験のあり方
・ケアマネジャーの資格のあり方

③議事

原則公開とする。

④開催状況

第１回 平成２４年３月２８日開催 ～ 第７回 平成２４年１２月２７日開催

※平成２５年１月７日 「議論の中間的な整理」公表

第１回 平成２４年３月２８日開催 第７回 平成２４年１２月２７日開催
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① 保 念 「自 援 考 が 有

検討すべき主な課題

① 介護保険の理念である「自立支援」の考え方が、十分共有されていない。

② 利用者像や課題に応じた適切なアセスメント（課題把握）が必ずしも十分でない。

③ サービス担当者会議における多職種協働が十分に機能していない③ サ ビス担当者会議における多職種協働が十分に機能していない。

④ ケアマネジメントにおけるモニタリング、評価が必ずしも十分でない。

⑤ 重度者に対する医療サービスの組み込みをはじめとした医療との連携が必ずしも十分でない。

⑥ インフォーマルサービス（介護保険給付外のサービス）のコーディネート、地域のネットワーク化が
必ずしも十分できていない。

⑦ 小規模事業者の支援 中立・公平性の確保について 取組が必ずしも十分でない⑦ 小規模事業者の支援、中立 公平性の確保について、取組が必ずしも十分でない。

⑧ 地域における実践的な場での学び、有効なスーパービジョン機能等、介護支援専門員の能力向上
の支援が必ずしも十分でない。

⑨ 介護支援専門員 資質 差がある現状を踏まえると 介護支援専門員 養成 研修 実⑨ 介護支援専門員の資質に差がある現状を踏まえると、介護支援専門員の養成、研修について、実
務研修受講試験の資格要件、法定研修の在り方、研修水準の平準化などに課題がある。

⑩ 施設における介護支援専門員の役割が明確でない。

これらの課題には、ケアマネジメントの向上、介護支援専門員の資質の向上の両面を含んでいる。介護支
援専門員とともに、国、都道府県、保険者、事業者等が役割分担をしながら取り組んでいくことが必要。
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○ 介護保険法の目的・理念としては 高齢者が要介護状態等となっても 尊厳を保持し その有す

介護支援専門員（ケアマネジャー）の資質向上と今後のあり方
に関する検討会における議論の中間的な整理【総論部分抜粋】

○ 介護保険法の目的・理念としては、高齢者が要介護状態等となっても、尊厳を保持し、その有す
る能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう必要な支援を行うことである。

○ そのため、保険給付は、要介護状態の維持・改善に資するよう行われ、利用者本位による保健・
医療・福祉サービスが 総合的かつ効率的に提供されなければならない医療・福祉サービスが、総合的かつ効率的に提供されなければならない。

○ 一方、利用者についても努力義務が唱われており、自ら要介護状態となることの予防のため健康
の保持増進に努めることや要介護状態になった場合であっても、進んでリハビリテーションやその
他の適切なサービスを利用することで 自らが有する能力の維持向上に努めることとされている他の適切なサービスを利用することで、自らが有する能力の維持向上に努めることとされている。

○ 介護支援専門員は、利用者が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及
び技術を有する者として、介護保険制度を運用する要として重要な役割を担っている。

介護支援専門員による支援 ＝ 自立支援

利⽤者の⾃⽴した⽇常⽣活の実現

【保険給付の際の留意点】
○要介護状態・要支援状態の維持改善 ○医療との連携 ○要介護状態等となることを予防するため、健康の保持増進に努

介護保険における保険給付 利用者の努力・義務

護
○利用者の選択に基づいた保健医療福祉サービスの総合的・
効率的な提供

○居宅において、利用者の有する能力に応じ自立した日常生
活の実現

護 、
める
○要介護状態等となっても、リハビリテーション等の適切な保健
医療福祉サービスの利用による能力の維持向上
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介護⽀援専⾨員（ケアマネジャー）の資質向上と今後のあり⽅
に関する検討会における議論の中間的な整理【概要版】

【見直しの視点】【検討の背景】

①介護支援専門員自身の資質の向上に係る見直しの視点
②自立支援に資するケアマネジメントに向けた環境整備に係る見直
しの視点

【具体的な改善策】

○地域包括ケアシステムの構築
⇒多職種協働、医療との連携の推進等

○自立支援に資するケアマネジメントの推進

【具体的な改善策】

①ケアマネジメントの質の向上に向けた取組
・自立支援に資するケアマネジメントに向け、適切な課題抽出や評価

のための新たな様式の活用を推進

①地域ケア会議の機能強化(多職種協働による個別ケースの支
援内容の検討を通じ、自立支援に資するケアマネジメント支
援 ネットワーク構築 地域課題の把握 資源開発等を推進)

（１）ケアマネジメントの質の向上 （２）保険者機能の強化等

のための新たな様式の活用を推進
・多職種協働によるサービス担当者会議の重要性の共有と環境づくり

②介護支援専門員実務研修受講試験の見直し
・試験の受験要件を法定資格保有者等に限定する見直しを検討

援、ネットワーク構築、地域課題の把握、資源開発等を推進)
・制度的な位置付けの強化
・モデル事例の収集など地域ケア会議の普及・促進のための基盤整備
・コーディネーター養成のための研修の取組

②居宅介護支援事業者の指定等のあり方

③介護支援専門員に係る研修制度の見直し
・演習に重点を置いた研修制度への見直しや研修修了時の修了評価の実
施について検討

・実務研修の充実や基礎研修の必修化について検討
更新研修の実施方法や研修カリキ ラムについて見直しを検討

② 介護 援 定 あ
・居宅介護支援事業者の指定権限の委譲を検討

③介護予防支援のあり方
・地域包括支援センターへの介護予防支援を行う介護支援専門員の配
置を推進

・更新研修の実施方法や研修カリキュラムについて見直しを検討
・研修指導者のためのガイドライン策定を推進
・都道府県の圏域を超えた研修等の実施を検討

・要支援者の状況に応じた支援のあり方について検討

④ケアマネジメントの評価の見直し
・インフォーマルサービスに係るケアマネジメント評価の検討
・簡素なケースについて、ケアマネジメントの効率化を検討④主任介護支援専門員についての見直し

・研修修了時の修了評価や更新制の導入について検討

⑤ケアマネジメントの質の評価に向けた取組

・研修修了時の修了評価や更新制の導入について検討
・主任介護支援専門員による初任段階の介護支援専門員に対する現場で

の実務研修の導入について検討
・地域の介護支援専門員のネットワーク構築の推進

・医療に関する研修カリキュラムの充実
・在宅医療・介護の連携を担う機能の整備の推進
・主治医意見書の活用を促進する取組の推進

（３）医療との連携の促進

⑤ケアマネジメントの質の評価に向けた取組
・ケアマネジメントプロセスの評価やアウトカム指標について調査研
究を推進

・ケアマネジメントの向上に向けた事例収集及び情報発信 ・相談員に対して介護支援専門員等の資格取得を推進

今後、制度的な見直しに係るものについては介護保険部会、報酬改定に係るものについては介護給付費分科会で議論を進める

（４）介護保険施設の介護支援専門員
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平成２５年１２月 介護保険部会 意見書（抄）

居宅介護⽀援に関する意⾒について

○ ケアマネジメントについては、介護保険部会等において様々な課題が指摘され、ケアマネジメントを担う介護支援専門員につ
いて、「介護支援専門員（ケアマネジャー）の資質向上と今後のあり方に関する検討会」を開催し、平成25年1月に中間的な整
理がまとめられた。

○ 検討会では、自立支援に資するケアマネジメントを推進するとともに、地域包括ケアシステムを構築していく中で、多職種協働
や医療との連携を推進していくため、①介護支援専門員自身の資質向上、②自立支援に資するケアマネジメントに向けた環
境整備、という視点で対応の方向性がまとめられたところであり、提言された項目ごとに具体化に向けて取り組むことが重要で
あるある。

○ 具体的には、現在、居宅介護支援事業者の指定は、都道府県・指定都市・中核市が行っているが、高齢者が住み慣れた地域
で自立した日常生活を営めるようにするため、地域包括ケアシステムの構築とともに、高齢者の自立支援に資するケアマネジ
メントが必要となってくることから、地域でケアマネジメントの役割を担っている介護支援専門員の育成や支援などに市町村が護 援 員 援
積極的に関わっていくよう、保険者機能の強化という観点から、居宅介護支援事業者の指定権限を市町村に移譲することが
適当である。この際、施行時期については、平成30年4月とし、条例制定時期は施行日から1年間の経過措置を設けるとともに、
市町村の事務負担の軽減等のために、事業所の指定事務の確認事務の委託を推進するなど、必要な支援を行う必要がある。
なお、権限移譲に関しては、公平中立の観点から都道府県の適切な関与が必要であり、引き続き検討が必要との意見があっ譲
た。

○ また、介護支援専門員実務研修受講試験の受講要件の見直し、介護支援専門員の研修制度の見直しなど、介護支援専門
員の資質向上を図り、ケアマネジメントの質を向上させるための取組を進める必要がある。さらに、介護支援専門員の資質向
上に当た は 専門職 ある介護支援専門員自らが取り組むとともに 主任介護支援専門員 果たす役割が大き とか上に当たっては、専門職である介護支援専門員自らが取り組むとともに、主任介護支援専門員の果たす役割が大きいことか
ら、主任介護支援専門員に更新制を導入するなど、主任介護支援専門員についても資質向上を図ることが必要である。

○ 福祉用具の貸与のみを行うような簡素なケアプランについては、介護支援専門員による月々のモニタリングの在り方を見直
すことを検討する必要がある なお この点に関し 状態変化などリスクのあるケースなどもあることから その見直しに当たっすことを検討する必要がある。なお、この点に関し、状態変化などリスクのあるケースなどもあることから、その見直しに当たっ
てはこの点に留意して検討していくことが必要である。
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課題整理総括表について

介護支援専門員については、「利用者像や課題に応じた適切なアセスメント（課題把握）が必ずしも十分でない」、「サービス担当者会議にお
ける多職種協働が十分に機能していない」といった課題が指摘されている。

目 的

ける多職種協働が十分に機能していない」といった課題が指摘されている。

これらの課題に対応するために、利用者の状態等を把握し、情報の整理・分析等を通じて課題を導き出した過程について、多職種協働の場面等で
説明する際に、適切な情報共有に資することを目的として課題整理総括表を策定した。

様 式
利用者名 作成日

課題整理総括表
殿 /　　　　　　　/

① ③

④ ⑥

現在　※２ 要因※３ 改善/維持の可能性※４ 備考（状況・支援内容等）
生活全般の解決すべき課題

（ニーズ）　【案】
※６

移動 　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

食事 　　　　　　　　支障なし　　支障あり 　　改善　　　維持　　　悪化

室内移動

②

⑤

見　通　し　※５

自立した日常生活の
阻害要因

(心身の状態、環境等)

屋外移動

食事内容

状況の事実　※１

利用者及び家族の
生活に対する意向

食事摂取 　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

調理 　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

排泄 　　　　　　　　支障なし　　支障あり 　　改善　　　維持　　　悪化

排泄動作 　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

口腔 口腔衛生 　　　　　　　　支障なし　　支障あり 　　改善　　　維持　　　悪化

口腔ケア 　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

自立 見守り 部介助 全介助 改善 維持 悪化

排尿・排便

服薬 　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　改善　　　維持　　　悪化

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化金銭管理

入浴

更衣

掃除

洗濯

服薬

整理・物品の管理

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　　　　　　　支障なし　　支障あり　　　 　　改善　　　維持　　　悪化

　　　　　　　　支障なし　　支障あり　　　 　　改善　　　維持　　　悪化

　　　　　　　　支障なし　　支障あり　　　 　　改善　　　維持　　　悪化

　　　　　　　　支障なし　　支障あり　　　 　　改善　　　維持　　　悪化

　　　　　　　　支障なし　　支障あり　　　 　　改善　　　維持　　　悪化

支障なし 支障あり 改善 維持 悪化介護力（家族関係含む)

買物

認知

行動・心理症状(BPSD)

褥瘡・皮膚の問題

社会との関わり

コミュニケーション能力

活用の場面

　　　　　　　支障なし　　支障あり　　　 　改善　　　維持　　　悪化

　　　　　　　　支障なし　　支障あり　　　 　　改善　　　維持　　　悪化

　　改善　　　維持　　　悪化

※1　本書式は総括表でありアセスメントツールではないため、必ず別に詳細な情報収集・分析を行うこと。なお「状況の事実」の各項目は課題分析標準項目に準拠しているが、必要に応じて追加して差し支えない。

※2　介護支援専門員が収集したた客観的事実を記載する。選択肢に○印を記入。

※3　現在の状況が「自立」あるいは「支障なし」以外である場合に、そのような状況をもたらしている要因を、様式上部の「要因」欄から選択し、該当する番号（丸数字）を記入する（複数の番号を記入可）。

※4　今回の認定有効期間における状況の改善/維持/悪化の可能性について、介護支援専門員の判断として選択肢に○印を記入する。

介護力（家族関係含む)

居住環境

※5　「要因」および「改善/維持の可能性」を踏まえ、要因を解決するための援助内容と、それが提供されることによって見込まれ

る事後の状況（目標）を記載する。

※6　本計画期間における優先順位を数字で記入。ただし、解決が必要だが本計画期間に取り上げることが困難な課題には「－」

印を記入。

居住環境

・介護支援専門員に係る研修で活用

・サービス担当者会議や地域ケア会議等における多職種間での情報共有に活用

・課題を導いた考え方などが明確にされ、具体的な指導につながることから、初任介護支援専門員が主任介護支援専門員等からOJT研修を受ける際
に活用

活用の場面

8



評価表について

モニタリングにおいて、ケアプランに位置づけられたサービスの実施状況を把握し、短期目標を達成するために位置づけたサービス
の提供期間が終了した際に その評価・検証を行う

目 的

の提供期間が終了した際に、その評価・検証を行う。

短期目標の終了時期に、サービスを提供する関係者の間で、目標の達成度合いとその背景を分析・共有することで、次のケアプラン
に向けた再アセスメントがより有効なものとなることを企図している。

様 式
評 価 表

短期目標
（期
間）

援助内容
結果
※２

コメント
（効果が認められたもの/見直しを要するもの）サービス内容

サービス
種別

※１

評 価 表
利用者名 殿 作成日 / /

活用の場面

※１ 「当該サービスを行う事業所」について記入する。 ※２ 短期目標の実現度合いを5段階で記入する（◎：短期目標は予想を上回って達せられた、○：短期目標は達せられた（再度アセスメントして新たに短期目標を設定する）、△：短期目標は
達成可能だが期間延長を要する、×1：短期目標の達成は困難であり見直しを要する、×2：短期目標だけでなく長期目標の達成も困難であり見直しを要する）

・介護支援専門員に係る研修で活用

・ケアプランを見直す際に開催するサービス担当者会議や地域ケア会議等での情報共有に活用

・モニタリングにおいて把握した情報をサービス担当者間で共有する場面等での活用

活用の場面

9



介護支援専門員実務研修受講試験の受験要件の見直し（H27.2.12 省令、通知改正）

○ 生活相談員（支援相談員）・相談支援専門員等として、現在業務に従事しているか否かを

づ

１．法定資格保有者

問わず、通算して当該業務に5年以上従事していれば受験要件を満たす。

保健・医療・福祉に関する以下の法定資格に基づく業務に従事した期間

医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、
介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、
き う師 柔道整復師 栄養士（管理栄養士を含む） 精神保健福祉士きゅう師、柔道整復師、栄養士（管理栄養士を含む）、精神保健福祉士

２ 生活相談員

通
算２．生活相談員

３ 支援相談員

生活相談員として、介護老人福祉施設等において、要介護者等の日常生活の自立に関する相談援助業務に従事し
た期間

し
て
５３．支援相談員

４ 相談支援専門員

支援相談員として、介護老人保健施設において、要介護者等の日常生活の自立に関する相談援助業務に従事し
た期間

５
年
以
上４．相談支援専門員

５ 主任相談支援員

相談支援専門員が、要介護者等の日常生活の自立に関する相談援助業務等に従事した期間

上

５．主任相談支援員

生活困窮者自立支援法第2条第３項に規定する事業の従事者として従事した期間

10



○介護支援専門員実務研修受講試験の受験資格（下記のいずれかの要件を満たす者）

（参考）現行の介護支援専門員（ケアマネジャー）の受験要件

○保健・医療・福祉に関する以下の法定資格に基づく業務に従事した期間が５年以上

○介護支援専門員実務研修受講試験の受験資格（下記のいずれかの要件を満たす者）

法定資格＜実務経験５年＞

医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、
介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、
きゅう師、柔道整復師、栄養士（管理栄養士を含む）、精神保健福祉士。

○以下の施設等において、要介護者等の日常生活の自立に関する相談対応や、助言・指導等の援助を行う
業務に従事した期間が５年以上

相談援助業務＜実務経験５年＞

業務に従事した期間が５年以上

・老人福祉施設、障害者自立支援法に基づく障害者支援施設
・老人デイサービス事業、障害者自立支援法に基づく共同生活介護
・福祉事務所（ケースワーカー）福祉事務所（ケ スワ カ ）
・医療機関における医療社会事業（ＭＳＷ） など

介護等業務＜実務経験５年又は１０年＞

○以下の施設等において、要介護者等の介護・介護者に対する介護に関する指導を行う業務に従事した期
間が、

①社会福祉主事任用資格者や訪問介護２級研修修了者であれば５年以上、
②それ以外であれば１０年以上② れ以外 あれ 年以

・介護保険施設、障害者自立支援法に基づく障害者支援施設
・老人居宅介護等事業、障害者自立支援法に基づく居宅介護 など

11



介護支援専門員の資質向上に関する規定について

介護保険法 第６９条の３４（介護支援専門員の義務）

１ 介護支援専門員は、その担当する要介護者等の人格を尊重し、常に当該
要介護者等の立場に立って、当該要介護者等に提供される居宅サービス、
地域密着型サービス 施設サービス 介護予防サービス若しくは地域密着地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス若しくは地域密着
型介護予防サービス又は特定介護予防・日常生活支援総合事業が特定の
種類又は特定の事業者若しくは施設に不当に偏ることのないよう、公正か
つ誠実にその業務を行わなくてはならないつ誠実にその業務を行わなくてはならない。

２ 略

３ 介護支援専門員は、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な
援助に関する専門的知識及び技術の水準を向上させ その他その資質の

新

援助に関する専門的知識及び技術の水準を向上させ、その他その資質の
向上を図るよう努めなければならない。

※ 平成２６年６月１８日に成立した「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等
に関する法律」に基づく介護保険法一部改正により法第６９条の３４第３項の規定が新設された。
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ケアマネジメントに係る課題等
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介護支援専門員（ケアマネジャー）の公正・中立性の確保について

○ 制度改正や報酬改定等により、ケアマネジャーの公正・中立性を確保するための対策を講じてきた。

介護保険制度改正

【平成17年介護保険制度改正】
○ 更新制（５年）を導入。
○ 主任ケアマネジャーを導入。
○ ケアマネジャー１人当たりの標準担当件数を「50件」から「35件」へ変更。
○ 居宅介護支援事業所の管理者をケアマネジャーに限定。

介護報酬改定

【平成18年度報酬改定】
○ 特定事業所集中減算の創設 正当な理由なく 特定の事業所に偏るケアプランを作成した場合は減算○ 特定事業所集中減算の創設：正当な理由なく、特定の事業所に偏るケアプランを作成した場合は減算。
○ 特定事業所加算の創設：中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応を行ったり、専門性の高い人材を確保するなど、質の

高いケアマネジメントを実施している事業所に対して加算を実施。

【平成21年度報酬改定】
○ 特定事業所加算をより取得しやすくするため、特定事業所加算Ⅱを創設。

【平成24年度報酬改定】
○ 質の高いケアマネジメントを推進していく観点から、加算の取得要件を見直す。〈特定事業所加算Ⅱの要件の追加〉

・介護支援専門員に対し 計画的に研修を実施していること

その他

・介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること。
・地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、居宅介護支援を提供していること。等。

【介護給付適正化事業（ケアプラン点検）の実施】【介護給付適正化事業（ケアプラン点検）の実施】
○ 不適正な報酬算定等の発見、ケアプランの質の向上等のために、各保険者において、介護給付費適正化事業としてケアプ

ランの点検を実施（実施保険者の割合 平成22年度：64.7% → 平成23年度：61.0%）
○ 実施した保険者の14.9％は過誤申立てにつながったと回答。 14



居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止等について

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 第２５条

１ 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援事業所の管理者は、居宅サービス計画の
作成又は変更に関し、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員に対して特定の居宅

ビ 事業者等 よる ビ を位置付けるべき旨 指 を行 はならなサービス事業者等によるサービスを位置付けるべき旨の指示を行ってはならない。

２ 指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員は、居宅サ 計画の作成又は変更 関し、
利用者に対して特定の居宅サービス事業者等によるサービスを利用すべき旨の指示を行って
はならない。

３ 指定居宅介護支援事業者及びその従業者は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、利
用者に対して特定の居宅サービス事業者等によるサービスを利用させることの対償として、当
該居宅サービス事業者等から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。該居宅サ ビス事業者等から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
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ケアプランの点検実施状況

○ 保険者においてケアプランの点検を実施しているが、実施率は全国平均で約６割程度にとどまってい
る

「ケアプランの点検」実施保険者割合（平成2４年度介護給付適正化実施状況調査結果）（％）

る。
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居宅介護支援事業者の指定権限の移譲について

○ 現在、居宅介護支援事業者の指定は、事業所からの申請により、都道府県が行うこととなってい
るが、指定都市・中核市以外の市町村にも指定権限を移譲する。 ＜平成３０年度施行＞

※ 大都市等の特例により、指定都市及び中核市については、居宅介護支援事業者の指定権限が移譲されている。

趣旨・目的

○ 自立支援に資するケアマネジメントや医療との連携・多職種協働を推進していくためには、ケ
アマネジャー自身が資質向上に取り組むとともに、自立支援に資するケアマネジメントに取り組
める環境整備を推進することも重要。める環境整備を推進することも重要。

○ また、医療や生活支援のニーズが高い高齢者や認知症を有する高齢者などが増加していく
中で、地域包括ケアシステム構築を推進する市町村が、高齢者の自立支援に向け重要な役割中で、地域包括ケアシステム構築を推進する市町村が、高齢者の自立支援に向け重要な役割
を担う居宅介護支援事業所のケアマネジャーと積極的に関わり、高齢者のニーズや地域課題
の把握を幅広く行うとともに、ケアマネジメントに対する理解を高めていくことが必要。

○ このため、保険者機能の強化という観点から、市町村によるケアマネジャーの支援を充実す
ることを目的として、居宅介護支援事業所の指定権限の市町村へ移譲する。
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地域包括支援センター等において、多職種協働による個別事例の検討等を行い、地域の
ネットワーク構築 ケアマネジメント支援 地域課題の把握等を推進する

地域ケア会議の推進

（参考）平成２７年度より、地域ケア会議を介護保険法に規定。（法第１１５条の４８）

○市町村が地域ケア会議を行うよう努めなければならない旨を規定

ネットワーク構築、ケアマネジメント支援、地域課題の把握等を推進する。
※従来の包括的支援事業（地域包括支援センターの運営費）とは別枠で計上

○市町村が地域ケア会議を行うよう努めなければならない旨を規定
○地域ケア会議を、適切な支援を図るために必要な検討を行うとともに、地域において

自立した日常生活を営むために必要な支援体制に関する検討を行うものとして規定
○地域ケア会議に参加する関係者の協力や守秘義務に係る規定 など

○地域包括支援センターが開催
○個別ケース（困難事例等）の支援内容を通じた事例提供

≪主な構成員≫

医療・介護の専門職種等

地域包括支援センターレベルでの会議（地域ケア個別会議） 在宅医療
連携の拠点

医師会等関
係団体○個別ケ （困難事例等） 支援内容を通じた

①地域支援ネットワークの構築
②高齢者の自立支援に資するケアマネジメント支援
③地域課題の把握 などを行う。

※幅広い視点から、直接サービス提供に当たらない
専門職種も参加

個別の
ケアマネジメント

事例提供

支 援

サービス
担当者会議

医師、歯科医師、薬剤師、看護師、
歯科衛生士、PT、OT、ST、管理栄養士、
ケアマネジャー、介護サービス事業者 など

自治会 民生委員 ボランティア NPOなど

地域の支援者

生活支援

医療関係専
門職等

専門職種も参加
※行政職員は、会議の内容を把握しておき、

地域課題の集約などに活かす。

地域課題の把握

支 援
（全ての
ケースにつ
いて、多職
種協働によ
り適切なケ
アプランを

その他必要に応じて参加

自治会、民生委員、ボランティア、NPOなど
体制整備

生活支援コー
ディネーター

協議体

地域づくり・資源開発

政策形成
介護保険事業計画等への位置づけなど

アプランを
検討）

協議体

認知症施策

認知症初期
集中支援介護保険事業計画等への位置づけなど

市町村レベルの会議（地域ケア推進会議）

集中支援
チーム

認知症地域
支援推進員

・地域包括支援センターの箇所数：4,484ヶ所（センター・ブランチ・サブセンター合計7,196ヶ所）（平成25年4月末現在）
・地域ケア会議は全国の保険者で約8割（1,207保険者）で実施（平成24年度末時点）
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介護の希望（本人の希望）
【自分が介護が必要になった場合】【自分が介護が必要にな た場合】

も多かったのは「家族に依存せずに生活できるような介護サービスがあれば自宅で介護を
受けたい」で46％、2位は「自宅で家族の介護と外部の介護サービスを組み合わせて介護を受
けたい」で24％、3位は「有料老人ホームやケア付き高齢者住宅に住み替えて介護を受けた
い」で12％い」で12％。

が

自宅 家族 護

介護が必要になった場合

の介護の希望

１．自宅で家族中心に介護

を受けたい

4%

２ 自宅で家族の介護と外

６．医療機関に入院して介

護を受けたい。

2%

７．その他

3% ８．無回答

2%

２．自宅で家族の介護と外

部の介護サービスを組み合

わせて介護を受けたい

24%

５．特別養護老人ホームな

どの施設で介護を受けた

い。

7%

３．家族に依存せずに生活

できるような介護サービス

があれば自宅で介護を受け

４．有料老人ホームやケア

付き高齢者住宅に住み替え

て介護を受けたい

7%

たい

46%

て介護を受けたい。

12%

資料出所：「介護保険制度に関する国民の皆さまからのご意見募集（結果概要について）」厚生労働省老健局 19



地域包括ケアシステムの基本理念と構成要素の関係性

地域包括ケアシステムの基本理念 －「尊厳の保持」「自立生活の支援」と「規範的統合」－地域包括ケアシステムの基本理念 尊厳の保持」 自立生活の支援」と 規範的統合」

高齢者の「尊厳の保持」

 高齢者の「尊厳の保持」とは、高齢者が自ら、住まいや必要な支援・サービス、看
取りの場所を選択する社会のあり方。

地域における共通認識の醸成 －「規範的統合」－

 「尊厳の保持」「自立生活の支援」のための仕組みを、「住み慣れた地域」で実
現する上で 自治体は中心的な役割を果たす 高齢者の「尊厳の保持」のためには、その意思を尊重するための支援・サービス

体制構築と適切な情報提供、意思決定支援が必要。

高齢者の「自立生活の支援」

 高齢者ケアにおいては、心身の状態の変化や「住まい方」（家族関係や近隣・友

現する上で、自治体は中心的な役割を果たす。

 どのように地域包括ケアシステムを構築するかは、地域住民の参画のもと決定
するべきであり、自治体にはその選択肢を地域住民に提示する責任がある。

 実際の構築に向けては、自治体には、地域住民に加え、支援・サービスに携わ
る事業者や団体等にも働きかけ、目標像を共有していく「規範的統合」が求めら
れる。

人との関係性）の変化に応じて、医療・介護・予防・生活支援を適切に組み合わ
せて提供する必要がある。

 急激な変化により生じるリロケーションダメージは、自立支援の観点からも必要
小限に抑えられることが望ましい。

 「規範的統合」は、自治体の首長による強いメッセージの発信が重要。また、自
治体・保険者には、まちづくりや医療・介護サービスの基盤整備に関して、明確
な目的と方針を各種の計画の中で示すことが求められる。

地域包括ケアシステムの構成要素の関係性

地域包括ケアシステムでは、高齢者は自らの意思で「住まい」（住居の形態）を選択し、本人の希望にかなった「住
まい方」（家族・近隣・友人との関係性）を確保した上で、心身の状態や「住まいと住まい方」の変化の応じて、「支
援・サービス」を柔軟に組み合わせて提供する

医療・介護・予防（葉）、
生活支援（土）の総称

援・サービス」を柔軟に組み合わせて提供する。

「住まいと住まい方」（植木鉢）と「支援・サービス」（葉・土）の関係

 従来の施設では、「住まいと住まい方」と「支援・サービス」は予めセットになっており、内部で提供されるサービ
スで完結していたが、地域包括ケアシステムでは、柔軟に組み合わされる。（例：サービス付き高齢者向け住宅
の入居者の心身の状態が変化すれば、必要に応じて外部からのケアを利用。）

＝「支援・サービス」

の入居者の心身の状態が変化すれば、必要に応じて外部からのケアを利用。）

「医療・看護」「介護・リハビリテーション」（葉）と 「生活支援・福祉サービス」（土）の関係

 従来のサービスでは、医療・介護の専門職が「生活支援」を提供することもあるが、「生活支援」が民間事業者
やNPO、ボランティア、地域住民など多様な主体により提供されるようになれば、医療・介護の専門職は「医療・
介護」に注力することができ、在宅限界点の向上につながる。

「本人・家族の選択と心構え」の位置づけ

 「住まいと住まい方」（植木鉢）、「医療・介護・予防」（葉）、「生活支援」（土）の柔軟な組み合わせは、「本人と家
族の選択と心構え」の上でこそ成立する。つまり、本人が選択した上で、その生活を送っていることが重要であ
る。

出典：平成２６年３月 地域包括ケア研究会報告 「地域包括ケアシステムを構築するための制度論等に関する調査研究事業報告書」
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地域包括ケアシステムの構成要素の具体的な姿

本人・家族の選択と心構え 住まいと住まい方本人 家族の選択と心構え 住まいと住まい方

「支援・サービス」を受ける場所と「住まい」の種類「養生」のための動機づけ支援や知識の普及

 地域包括ケアシステムでは、支援・サービスを提供するだけでなく、本人も、自発
的に健康を管理する態度をもって健康な生活を送る「養生（ようじょう）」が求めら
れる

一般住宅
(持ち家

 「住まい」としては、「一般住宅」のほか、家
屋・家族・サービス基盤等の理由で一般住
宅での生活が難しい場合に住み替える「高れる。

 「養生」に努めるには、受動的でなく能動的に学び、多様なニーズや関心をもつ
人達が情報やスキルを共有、健康管理や必要な支援・サービスの選択ができる
ようになるプログラムの提供、教育人材の確保・育成が必要。

自己決定に対する支援

住まい

(持ち家
・賃貸)

高齢者向け
住宅

(持ち家
・賃貸)

宅での生活が難しい場合に住み替える「高
齢者向け住宅」、重度で在宅生活が難しい
場合に集中的なケアを提供する「重度者向
けの住まい」がある。すべての「住まい」は、
「住み慣れた地域」での生活」を保障。

 「住まい」での生活を基本としつつ 急性期
 世帯構成の変化、住み替え、ケア方針の決定といった様々な場面での意思決定

に対する支援として、分かりやすい情報の提示、専門職の助言、支援・サービスの
利用による効果の成功体験の蓄積・伝達が必要。

 長年の信頼関係をもつ主治医や以前から関与しているケアマネジャー等の専門
職が助言してこそ意味がある。特にターミナル期では、望まない治療や救急搬送
が行われないよう十分なコミ ニケ シ ンが求められる

支援・
サービスを
受ける場所

重度者
向けの住まい

住まいと
医療機関の
中間施設

医療機関

 「住まい」での生活を基本としつつ、急性期
には「医療機関」、軽度の症状変化や急性期
病院からの退院時には「住まいと医療機関
の中間施設」を、必要に応じて短期間利用。

生 活 支 援 医療・介護・予防の一体的な提供

が行われないよう十分なコミュニケーションが求められる。

個人に対する生活支援サービスの提供 医療・介護の連携が特に求められる取組・場面

 生活支援は、地域内で民間事業者によって提供されているサービスを購入する
方法（自助）、地域の互助によって提供される支援を活用する方法（互助）が想定
される。地域単位で最適な提供方法の検討が必要。

地域における「包括的な生活支援の拠点」の必要性

医療 介護 連携が特 求 れる取組 場面

 介護職は、「医療的マインド」を持って、具体的な生活場面のアセスメントの内容
を医療側に伝達。医療側は、「生活を支える視点」を持って、介護側から提供され
た生活情報をもとに病態を把握、臨床経過の予測を介護側に伝え、必要となる
介護やリハビリテーション等の介入を見通す。

 このような連携が求められる取組や場面として、「介護予防」「重度化予防」「急性

 心身の衰えや病気の治療、近隣の付き合いの減少による孤立感、機能や意欲
の低下とともにみられる閉じこもりなどの不安やリスクの解消には、本人や家族
が気軽に相談したり立ち寄れたりする「包括的な生活支援の拠点」の設置が重
要。あらゆる地域住民が支える側・支えられる側の区別なく、自由に訪れ交流で
きる場所としていく。

うな拠点 相談支援 地域住 交流 安感 解消 支援 ビ

疾患への対応」「入院・退院支援」「看取り」が挙げられる。

統合的なケアの提供に必要な仕組み

 統合的なケアの提供に関わる多様な専門職の機能を統合するためには、顔の見
える関係づくりに始まり、課題認識の共有や目標設定、ツール作成等を通じて、統
合的な 提供 必 な仕組 を構築する必 がある このような拠点は、相談支援、地域住民の交流、不安感の解消、支援・サービス

の周知、早期対応、生きがい創出、閉じこもり予防など、運営方法によって多様
な効果が期待できる。

合的なケアの提供に必要な仕組みを構築する必要がある。

 ツールとしては、アセスメントやプラン作成の標準的な様式の作成、連携の場面
に必要な手順や役割分担、連絡調整上の配慮等に関するルール、地域連携クリ
ティカルパスが考えられる。

出典：平成２６年３月 地域包括ケア研究会報告 「地域包括ケアシステムを構築するための制度論等に関する調査研究事業報告書」 21



地域包括ケアシステムの構築に向けて自治体に求められる機能

１ 実態把握 課題分析１．実態把握、課題分析

人口や世帯等の現状・将来推計、地域住
民のニーズ、支援サービスの提供状況を
把握・分析を行う

 日常生活圏域ニーズ調査は、記名式にて実施し、訪問等により全数把握に努めることで、潜在的な要介護リスクを抱える高齢
者を把握することができる。

 医療と介護の連携の視点にたった日常生活圏域単位のサービス基盤目標を設定するには、介護保険や医療保険のレセプト
データを接続した分析が重要。要介護認定データを接続すれば、状態像と給付の関係性の分析も可能。

２．基本方針の明示と関係者との共有（規範的統合）２．基本方針の明示と関係者との共有（規範的統合）

基本方針を定め、地域住民・社会福祉法
人・医療機関、介護サービス事業者・NPO
等のあらゆる関係者に働きかけて、基本
方針を共有する

 基本方針は、地域における具体的な取組の方向性と目標を示すもので、目標は可能な限り事後検証できる成果指標とともに
設定されることが望ましい。具体的に示されることで、サービス基盤整備の方針も具体化されやすくなる。

 基本方針の共有は、対外的には特にサービス提供者である事業者への働きかけが重要。自治体は基本方針の実現に向けた
基盤整備のため、公募要件への基本方針の記載、事業者連絡会での働きかけ等を行うことが考えられる。

３．施策立案・実行、評価

施策・事業を実行し、その成果・課題を評
価する

 介護保険事業計画・市町村老人福祉計画の策定では、まちづくり・地域づくりの諸計画との連動性確保が重要。

 専門職、事業者、NPO・ボランティア、地域住民といった多様な社会資源を有効に活用するため、互助機能を発揮させるため
の環境整備や、医療・介護の連携のためのツール・仕組みを作成することが必要。

 ケアの実践現場と政策の立案現場をつなぐ地域ケア会議の政策反映機能を重視するべきである。

人員・組織体制 自治体への支援のあり方

 地域包括ケアシステムの構築に向けては、介護・医療・保健、福祉、住宅等と多
様な分野での取組が求められるため 「地域包括ケア推進室」などの横断的なセ

【国からの支援】
 地域包括ケアシステム構築の進捗状況をはかる指標の提示、普及様な分野での取組が求められるため、「地域包括ケア推進室」などの横断的なセ

クションの設置も有効。

 施策立案に携わる職員には、一定の専門性、調整能力、経験の蓄積等が求めら
れるため、人事異動の少ない専門職の配置、人事についての決定権を持つ首長
への働きかけが重要。

【都道府県からの支援】
 保健医療福祉に関する情報を集約して分析した結果を市町村に提供

 介護人材の確保に向けた、必要な介護人材の需給推計、教育資源の把握、介護
関係団体・機関等の協議体の設置等による連携体制の構築等

出典：平成２６年３月 地域包括ケア研究会報告 「地域包括ケアシステムを構築するための制度論等に関する調査研究事業報告書」 22



地域包括ケアシステムの構築に向けた「支援」「人材育成」「サービス提供体制」のあり方

「支援」のあり方 「人材育成」のあり方

統合的にケアを提供する中核的サービス

【定期巡回・随時対応型訪問介護看護】

 引き続き関係者のサービスの理解を深めつつ、今後は、訪問看護事業者との連
携のあり方や夜間におけるオペレーターの兼務の見直しなどを進めるべき。

各職種の教育のあり方

 医師の教育において、栄養・口腔やリハビリテーション等、在宅ケアに必要な知
識が習得されるよう見直しが求められる。

 看護師の教育では、療養上の世話や生活支援、認知症やQOLの維持向上につ
【小規模多機能型居宅介護】

 今後は「訪問」機能の強化が期待される。また、中核的なサービス拠点として、住
民の交流拠点を併設する等して地域に対する役割を拡大していくことも必要。

医療系の居宅サービス

【訪問看護】

いて経験・スキルを身につけるプロセスをより強化する必要がある。

ＯＪＴによる人材育成

 「介護キャリア段位制度」をOJTツールとして活用しながら介護サービスの質の改
善に取り組んでいくことが求められる。

 地域ケア会議やケアカンフ レンス等の会議 タ ミナルケアの現場での多職種【訪問看護】

 サービス充実のみならず、健康増進や介護予防、重度化予防、セルフマネジメン
ト支援、意思決定支援等、地域住民に伴走しつつ先を見越した支援を展開する要
として、地域における看護機能の向上が必要。

 事業規模の拡大（大規模化）とともに、既存の訪問看護サービスの効率化や質
的な改善を図ることが重要。

 地域ケア会議やケアカンファレンス等の会議、ターミナルケアの現場での多職種
連携もOJTの機能をもつ。

各専門職に求められる機能

 「本人との協働」、「地域との協働」、各職種の「臨床的統合」。
 長期的な方向性として、基礎職種教育の統合、基礎職種の統合も考えられる。

「サービス提供体制」のあり方

【通所・訪問リハビリテーション】

 単なる機能回復訓練ではなく、日常生活の活動を高め、家庭や社会への参加を
促すため、本人だけでなく、自宅における生活環境の調整や介護者への教育的
関わり等、本人を取り巻く環境へのアプローチが重要。

【複合型サービス】

訪問看護サ ビスによる在宅医療サ ビスと 医療 ズ の対応を強化した

長期的な方向性として、基礎職種教育の統合、基礎職種の統合も考えられる。

 訪問看護サービスによる在宅医療サービスと、医療ニーズへの対応を強化した
「通い」と「泊り」の機能を融合させた「複合型サービス」は、在宅の限界点を高め
る観点から期待される。

【短期入所療養介護】

 サービスの継続性や適切な介入効果が特に求められるため、在宅での介護
サービスとの一体的提供を前提としたサービス体系に組み替えることが考えられ

効果的・効率的なサービス提供のあり方

 サービス提供事業者の大規模化や事業者間の業務提携、複数の法人間の連携
等により、人事・採用・教育・営業の面での運営の効率化、人材育成の充実を図
ることが可能。

 多職種の柔軟な配置を可能とするため、事業所単位ではなく小学校区単位で人サ ビスとの 体的提供を前提としたサ ビス体系に組み替えることが考えられ
る。

施設・居住系サービスの転換

 介護老人保健施設は「住まいと医療機関の中間施設」、介護老人福祉施設は
「重度者向けの住まい」として機能することが考えられる。

域 ビ

材を確保する視点の革新が期待される。

サービス提供体制構築に向けた評価のあり方

 統合的なケアがネットワーク化された主体から提供される以上、報酬設定等の評
価対象は、サービス業務ではなく経営単位で行われることが望ましい。

 医療 介護の連携の推進に向け 個別ケ スの連絡調整といった「リンケ ジ」レ 施設機能の地域展開として、介護老人福祉施設による居宅サービスの提供やア
セスメント入所、介護療養型医療施設による医療依存度の高い要介護者に対す
る短期療養も含めた支援が期待される。

 医療・介護の連携の推進に向け、個別ケースの連絡調整といった「リンケージ」レ
ベルではなく、適切かつ定期的に情報共有を図る「コーディネーション」レベルの
連携が評価されるよう、介護報酬のあり方も含めて検討が求められる。

出典：平成２６年３月 地域包括ケア研究会報告 「地域包括ケアシステムを構築するための制度論等に関する調査研究事業報告書」 23



資質向上事業の全体像
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研修カリキュラムの見直しの背景

ケアマネジメントについて 介護給付費分科会等で様々な課題が指摘されるケアマネジメントについて、介護給付費分科会等で様々な課題が指摘される。

「介護支援専門員の資質向上と今後のあり方に関する検討会」の設置「介護支援専門員の資質向上と今後のあり方に関する検討会」の設置

○平成２４年３月から７回にわたり開催
○平成２５年１月に中間とりまとめ○平成２５年１月に中間とりまとめ

・より実践的な研修となるよう演習に重点を置く

・選択制となっている「認知症」「リハビリテーション」「看護」「福祉用具」といった科目の
必修化必修化

など、研修カリキュラムを見直すことにより研修内容の充実を図るべき。

研修のカリキュラムや実施方法の見直し

「介護支援専門員実務研修」
「介護支援専門員実務従事者基礎研修」

「主任介護支援専門員更新研修

見直し 新規導入

介護支援専門員実務従事者基礎研修」
「介護支援専門員専門（更新）研修」
「主任介護支援専門員研修」

「主任介護支援専門員更新研修」

25



介護支援専門員（ケアマネジャー）の研修制度の見直し

○ 地域包括ケアシステムの中で、医療職をはじめとする多職種と連携・協働しながら、利用者の尊厳を旨とした自立支援に資するケアマ
ネジメントを実践できる専門職を養成するため 介護支援専門員に係る研修制度を見直す

※平成２６年６月２日告示公布（主任更新については平成２７年２月１２日公布）

ネジメントを実践できる専門職を養成するため、介護支援専門員に係る研修制度を見直す。
○ 入口の研修である介護支援専門員実務研修を充実するため、任意の研修となっている介護支援専門員実務従事者基礎研修を介護支援専

門員実務研修に統合。
○ 主任介護支援専門員に更新制を導入し、更新時の研修として更新研修を創設。
○ 専門職として修得すべき知識、技術を確認するため、各研修修了時に修了評価を実施。

実務研修 実務従事者 専門研修課程 専門研修課程 主任介護支援

実務従事者が対象

介

任意研修

実務研修

（４４時間）

実務従事者
基礎研修

（３３時間）

専門研修課程
Ⅰ

（３３時間）

専門研修課程
Ⅱ

（２０時間）

主任介護支援
専門員研修

（６４時間）

護

支

援

専

合
格

専

門

員

実

務 研修制度の見直し（平成２８年度の研修※から）

更 新 研 修

専門研修課程 専門研修課程 主任介護支援

創設

務

研

修

受

講
主任介護支援
専門員更新合

統合

実務研修

（８７時間）

専門研修課程
Ⅰ

（５６時間）

専門研修課程
Ⅱ

（３２時間）

主任介護支援
専門員研修

（７０時間）

講

試

験

専門員更新
研修

（４６時間）

合
格

更 新 研 修
実務従事者が対象

※ 実務研修等は平成28年度の介護支援専門員実務研修受講試験の合格発表の日から、専門研修等は平成28年４月１日から施行。
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研修カリキュラムの見直しのポイント①

見直しに当たっての基本的考え方見直しに当たっての基本的考え方

○地域包括ケ シ ム 中 医療職をはじめ

介護支援専門員 主任介護支援専門員

地域 事業所 お る パ バ ズ等を通 た○地域包括ケアシステムの中で、医療職をはじめ
とする多職種と連携・協働しながら、利用者の尊
厳を旨とした自立支援に資するケアマネジメント

○地域や事業所におけるスーパーバイズ等を通じた人
材育成

○地域包括ケアシステムの構築に向けた地域づくり

「実務研修」と「実務従事者基礎研修」の統合

実践できる専門職として養成

○地域包括ケアシステムの中で、医療職をはじめとする多職種と連携・協働していくことなどがより一層求められる。
○一方で、ケアマネジメントについて様々な指摘。

「実務研修」と「実務従事者基礎研修」の統合

○初めて実務に就く介護支援専門員が円滑に業務を行える知識・技術を身につけ、求められる役割が適切に
果たせるよう、入口の研修課程となる「実務研修」を充実させることが必要。

実研修として統合 （実務に就く前の研修課程を充実）

「実務従事者基礎研修」
（実務に就いて間もないうちに受講）

「実務研修」

27



研修カリキュラムの見直しのポイント②

主任介護支援専門員更新研修の創設主任介護支援専門員更新研修の創設

○介護支援専門員の人材育成

主任専門職として求められる役割

○介護支援専門員の人材育成
○地域包括ケアシステムの構築に向けた地域づくり など

○主任介護支援専門員として継続的な資質向上を図ることが必要

更新時における研修の実施

主任介護支援専門員の更新制の導入

更新時における研修の実施

修了評価の実施

○各研修における内容を理解し、専門職として修得しておくべき知識・技術の到達目標に達しているかどう
かの確認が重要

研修修了時に修了評価の実施を導入

28



介護支援専門員に係る研修制度の見直し

ケアマネジャー 主任ケアマネジャー

○ 地域包括ケアシステムの中で、医療職をはじ
めとした多職種との連携 協働

○ 地域や事業所内におけるケアマネジャーの
人材育成（ス パ バイズ機能の強化）

目標 目標

めとした多職種との連携・協働

○ 利用者の尊厳を旨とした自立支援に資する
ケアマネジメントの実践

人材育成（スーパーバイズ機能の強化）

○ 地域包括ケアシステムの構築に向けた地域
づくりの実践

実務研修の見直し 専門研修の見直し

○ 「人事 経営管理 の科目名を「人材育成と業

主任介護支援専門員研修の見直し

○ 自立支援に資するケアマネジメントを
実践できるよう、「ケアマネジメントのプ
ロセスの概観」、「サービス担当者会
議」の科目を新設するなど、ケアマネジ
メントプロセスに係る研修内容を充実

○ 専門職として自己研鑽し、ケアマネジ
メントを実践していく上で必要となる専
門的な知識・技術を修得するため、認
知症・リハビリテーションなどの事例を

○ 「人事・経営管理」の科目名を「人材育成と業
務管理」に改め、事業所内や地域のケアマネ
ジャーに対する人材育成の方法等に関する研
修内容を充実。

○ 地域包括ケアシステムの構築に向けた地域メントプロセスに係る研修内容を充実。

○ 地域包括ケアシステムの構築を踏ま
え、「地域包括ケアと社会資源」、「ケア
マネジメントに必要な医療との連携及び
多職種協働の意義」 「介護支援専門

活用した「ケアマネジメント演習」、「ケア
マネジメントに必要な医療との連携及び
多職種協働の実践」、「個人学習と相互
学習」の科目を新設。（専門研修Ⅰ）

○ 地域包括ケアシステムの構築に向けた地域
づくりを実践するため、「コミュニティソーシャル
ワーク」の科目について、地域ケア会議等によ
る地域課題の把握・解決などの内容を充実。

○ 地域づくりに必要なネ トワ クの構築を推多職種協働の意義」、「介護支援専門
員に求められるマネジメント（チームマ
ネジメント）」の科目を新設。

○ より実践的な研修内容とするため、
「ケアマネジメントの展開」として演習時

○ ケアマネジメントは居宅でも施設でも
共通であることを踏まえ、居宅と施設に
関わらず、自らの実践事例を活用する
ことにより、居宅と施設相互のケアマネ
ジメントにおける課題等を学ぶ事例研

○ 地域づくりに必要なネットワークの構築を推
進するため、「ケアマネジメントに必要な医療と
の連携及び多職種協働の構築」の科目を新設。

○ 主任ケアマネジャーの資質向上を図るため、
継続的な研修として「主任介護支援専門員更新「ケアマネジメントの展開」として演習時

間を確保。

ジメントにおける課題等を学ぶ事例研
究の時間を大幅に拡充。

継続的な研修として「主任介護支援専門員更新
研修」を新たに創設。

○ 研修受講要件に、地域づくりへの参画などの
実践経験を求める。 29



カリキュラムの見直しのポイント「実務研修」

見直しの視点

○利用者の自立支援に必要なケアマネジメン
トの基本の修得

○介護支援専門員に関わる制度等の理解

○地域包括ケアシステムの中で、医療職をはじめとする多職種と連携・協働しながら、
専門職として役割を果たすことができる介護支援専門員の養成

自立支援に資するケアマネジメントの実践

見直しのポイント

○ケアマネジメントプロセスに係る研修内容の充実
「ケアマネジメントのプロセス」、「サービス担当者会議の意義及び進め方」の科目を新設

地域包括ケアシステムの中で役割を果たす

○「地域包括ケアシステム及び社会資源」、「ケアマネジメントに必要な医療との連携及び多職種協働の意義」、「介護支援
専門員に求められるマネジメント（チームマネジメント）」の科目を新設

地域包括ケアシステムの中で役割を果たす

より実践的な研修内容

○要介護者等に多く見られる事例を用いて演習を行う「ケアマネジメントの展開」の科目を新設。

より実践的な研修内容

実務研修 充実

○実務従事者基礎研修を統合し、研修修了後の実務により適切に対応できるよう研修内容及び時間を拡充。

実務研修の充実
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研修課目（介護支援専門員実務研修） 時間

介護保険制度の理念と介護支援専門員 ２

研修課目（新・介護支援専門員実務研修） 時間

介護保険制度の理念・現状及びケアマネジメント ３

介護支援専門員実務研修の見直しについて

介護支援サービス（ケアマネジメント）の基本 ２

要介護認定等の基礎 ２

介護支援サービス（ケアマネジメント）の基礎技術

受付及び相談と契約 １

講
義

ケアマネジメントに係る法令等の理解（新） ２

地域包括ケアシステム及び社会資源（新） ３

ケアマネジメントに必要な医療との連携及び多職種協働の意義（新） ３

人格の尊重及び権利擁護並びに介護支援専門員の倫理（新） ２

ケアマネジメントのプロセス（新） ２
講
義

アセスメント、ニーズの把握の方法 ２

居宅サービス計画等の作成 ２

モニタリングの方法 ２

実習オリエンテーション １

ケアマネジメントのプロセス（新） ２

実習オリエンテーション １

自立支援のためのケアマネジメントの基本 ６

相談援助の専門職としての基本姿勢及び相談援助技術の基礎 ４

利用者、多くの種類の専門職等への説明及び合意（新） ２

介護支援サービス（ケアマネジメント）の展開技術

相談面接技術の理解 ３

地域包括支援センターの概要 ２

介護支援サービス（ケアマネジメント）の基礎技術

介護支援専門員に求められるマネジメント（チームマネジメン
ト）（新）

２

ケアマネジメントに必要な基礎知識及び技術

受付及び相談並びに契約 １

アセスメント及びニーズの把握の方法 ６

演
習

アセスメント、ニーズの把握の方法 ４

アセスメント、居宅サービス計画等作成演習 ６

居宅サービス計画等の作成 ４

介護予防支援（ケアマネジメント） ４

講
義
・
演

居宅サービス計画等の作成 ４

サービス担当者会議の意義及び進め方（新） ４

モニタリング及び評価 ４

実習振り返り ３任意研修であっ
た実務従事者介護支援サービス（ケアマネジメント）の展開技術

チームアプローチ演習 ３

意見交換、講評 １

実
習

介護支援サービス（ケアマネジメント）の基礎技術に関する実習

演
習ケアマネジメントの展開（新）

基礎理解 ３

脳血管疾患に関する事例 ５

認知症に関する事例 ５

筋骨格系疾患と廃用症候群に関する事例 ５

た実務従事者
基礎研修を統
合

（＝実務研修の
充実）

習
合計 ４４

研修課目（介護支援専門員実務従事者基礎研修） 時間

講
ケアマネジメントとそれを担う介護支援専門員の倫理 ３

ケアマネジメントのプロセスとその基本的考え方 ７

筋骨格系疾患と廃用症候群に関する事例 ５

内臓の機能不全（糖尿病、高血圧、脂質異常症、心疾患、呼吸器疾
患、腎臓病、肝臓病等）に関する事例

５

看取りに関する事例 ５

アセスメント、居宅サービス計画等作成の総合演習（新） ５講
義

ケアマネジメントのプロセスとその基本的考え方 ７

ケアマネジメント演習講評 ６

演
習

ケアマネジメント点検演習 １４

研修を振り返っての意見交換、ネットワーク作り ３

合計 ３３

研修全体を振り返っての意見交換、講評及びネットワーク作り ２

実
習ケアマネジメントの基礎技術に関する実習

合計 ８７
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カリキュラムの見直しのポイント「専門研修Ⅰ」

見直しの視点

これらを踏まえ

○ケアマネジメントを実践する上で必要となる認知症やリハビリテーションなどの専門的な知識・技術の修得
○これまでのケアマネジメント実践

これらを踏まえ

○専門職として自己研鑽していくことの重要性の意識づけを行う

自己研鑽

見直しのポイント

○「個人学習と相互学習」の科目を新設

自己研鑽

専門的な知識・技術の修得

【以下の科目を新設】
○「ケアマネジメント演習」

認知症、リハビリテーション、看護、福祉用具などに関する専門的な知識を学ぶとともに、

専門的な知識 技術の修得

それらの知識を活用したケアマネジメントの展開技術を学ぶ
○「ケアマネジメントに必要な医療との連携及び多職種協働の実践」

選択科目の必修化 演習中心

○講義中心、科目選択制であった研修内容及び科目を見直し、演習を中心とした研修内容としつつ、全ての科目を
必修化。

選択科目の必修化 演習中心
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カリキュラムの見直しのポイント「専門研修Ⅱ」

見直しの視点

○介護支援専門員証の更新の度に繰り返し受講する研修（更新研修）にもなること
○様々な経験年数の者が受講すること

これらを踏まえ

○演習中心とした研修内容
主体的 個別支援 実践 ネ ト クづくりや事例 応じた支援方法 内容 改善を行える力を養う

ポ

主体的に、個別支援の実践、ネットワークづくりや事例に応じた支援方法・内容の改善を行える力を養う

実践事例の研究及び発表

見直しのポイント

○居宅と施設に分けたケアマネジメント演習として、科目選択制であった研修内容を見直し

○居宅と施設に分けることなく、受講者が担当している事例等を用いて演習を行う「ケアマネジメントの実践事例の
研究及び発表」の科目を新設

○居宅と施設の受講者双方が 相互に抱える課題等を理解するとともに 個々の事例の一般化を考察○居宅と施設の受講者双方が、相互に抱える課題等を理解するとともに、個々の事例の一般化を考察

演習事例

○演習で扱う事例については、専門的なサービスの活用が求められる事例や入退院時等における医療との連携が
必要な事例などを扱う
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介護支援専門員専門研修の見直しについて
研修課目（専門研修Ⅰ） 時間

介護保険制度論 ２

研修課目（専門研修Ⅰ） 時間

介護保険制度及び地域包括ケアシステムの現状 ３

対人個別援助 ２

ケアマネジメントとそれを担う介護支援専門員の倫理 １

ケアマネジメントのプロセスとその基本的考え方 ３

保健医療福祉の基礎理解「高齢者の疾病と対処及び主治医との連携」 ４

講
義

対人個別援助技術及び地域援助技術 ３

ケアマネジメントの実践における倫理 ２

ケアマネジメントに必要な医療との連携及び多職種協働の実践（新） ４

個人での学習及び介護支援専門員相互間の学習（新） ２

講
義

保健医療福祉の基礎理解「社会資源活用」 ３

保健医療福祉の基礎理解「人格の尊重及び権利擁護」 ※ ２

保健医療福祉の基礎理解「リハビリテーション」 ※ ３

保健医療福祉の基礎理解「認知症高齢者・精神疾患」 ※ ３

個人での学習及び介護支援専門員相互間の学習（新） ２

ケアマネジメントにおける実践の振り返り及び課題の設定 １２

ケアマネジメントの演習（新）

リハビリテーション及び福祉用具の活用に関する事例 ４

サービスの活用と連携「訪問介護・訪問入浴介護」 ※ ３

サービスの活用と連携「訪問看護・訪問リハビリテーション」 ※ ３

サービスの活用と連携「居宅療養管理指導」 ※ ３

サービスの活用と連携「通所介護・通所リハビリテーション」 ※ ３

講
義
・
演
習

看取り等における看護サービスの活用に関する事例 ４

認知症に関する事例 ４

入退院時等における医療との連携に関する事例 ４

家族への支援の視点が必要な事例 ４サ の活用と連携 通所介護 通所リ リテ ション」 ※

サービスの活用と連携「短期入所・介護保険施設」 ※ ３

サービスの活用と連携「介護保険施設・認知症対応型共同生活介護・
特定施設入居者生活介護」 ※

３

サービスの活用と連携「福祉用具・住宅改修」 ※ ３

習家族 の支援の視点が必要な事例

社会資源の活用に向けた関係機関との連携に関する事例 ４

状態に応じた多様なサービス（地域密着型サービス、施設サービス
等）の活用に関する事例

４

研修全体を振り返っての意見交換 講評及びネットワ ク作り（新） ２
演
習

対人個別援助技術（ソーシャルケースワーク） ９

合計 ３３

研修課目（専門研修Ⅱ） 時間

介護支援専門員特別講義 ２

研修全体を振り返っての意見交換、講評及びネットワーク作り（新） ２

合計 ５６

研修課目（専門研修Ⅱ） 時間

講
義介護保険制度及び地域包括ケアシステムの今後の展開 ４

※３課目を選択して受講

講
義

介護支援専門員特別講義 ２

介護支援専門員の課題 ３

「居宅介護支援」事例研究 ※１ ６

「施設介護支援」事例研究 ※２ ６

義介護保険制度及び地域包括ケアシステムの今後の展開 ４

講
義
・

ケアマネジメントにおける実践事例の研究及び発表（新）

リハビリテーション及び福祉用具の活用に関する事例 ４

看取り等における看護サービスの活用に関する事例 ４

認知症に関する事例 ４

入退院時等における医療との連携に関する事例 ４

演
習

サービス担当者会議演習 ３

「居宅介護支援」演習 ※１ ６

「施設介護支援」演習 ※２ ６

合計 ２０

演
習

入退院時等における医療との連携に関する事例 ４

家族への支援の視点が必要な事例 ４

社会資源の活用に向けた関係機関との連携に関する事例 ４

状態に応じた多様なサービス（地域密着型サービス、施設サービ
ス等）の活用に関する事例

４

合計 ３２※１か※２を選択して受講 34



カリキュラムの見直しのポイント「主任研修」

見直しの視点

○主任介護支援専門員としての役割を認識
○スーパーバイズを通じた人材育成

○地域包括ケアシステムの構築に向けた地域づく
り 等

実践できる者を養成

人材育成

見直しのポイント

○事業所内や地域の介護支援専門員に対する人材育成の方法等を修得させるため、「人事・経営管理」を「人材育
成と業務管理」に科目名を変更するとともに、研修内容を見直し。

地域づくり

ネットワークの構築

○地域包括ケアシステムの構築に向けた地域づくりの実践のため、「コミュニティソーシャルワーク」の科目につい
て、地域ケア会議等を通じた地域課題の把握・解決などの内容を充実。

○地域づくりに必要なネットワークの構築が実践できるよう、「ケアマネジメントに必要な医療との連携及び多職種
協働の実現」の科目を新設。

受講要件受講要件

○主任介護支援専門員に求められる役割を実践するにあたっては、自ら適切なケアマネジメントを実践できている
ことが前提となることから、その確認（自立支援に資するケアマネジメントの実践）を行う。
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カリキュラムの見直しのポイント「主任更新研修」

創設の理由

○主任介護支援専門員に求められる役割の重要性

主任介護支援専門員として継続的な資質向上を図る

研修内容のポイント

○介護保険制度や利用者等の支援に関する制度等に関する 新の動向を修得するため、「介護保険制度及び地
域包括ケアシステムの動向」を科目に設置。

介護保険制度等の 新動向の修得

実践の振り返り

○主任介護支援専門員としての実践を振り返ることにより、更なる資質向上を図るため「主任介護支援専門員とし
実践 振 指導 び支援 実践 を科ての実践の振り返りと指導及び支援の実践」を科目に設置。

受講要件

主任介護支援専 員 新 修 内容 れま 主任介護支援専 員と 実践 振 返 が中心と○主任介護支援専門員の更新研修の内容は、これまでの主任介護支援専門員としての実践の振り返りが中心と
なることから、受講要件として、地域づくりや人材育成などの実践経験を求める。
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主任介護支援専門員研修の見直しについて

研修課目 時間

主任介護支援専門員の役割と視点 ５

研修課目 時間

主任介護支援専門員の役割と視点 ５

講

主任介護支援専門員の役割と視点 ５

ケアマネジメントとそれを担う介護支援専門員の倫理 ３

ターミナルケア ３

人事・経営管理 ３

講
義

主任介護支援専門員の役割と視点 ５

ケアマネジメントの実践における倫理的な課題に対する支援 ２

ターミナルケア ３
講
義サービス展開におけるリスクマネジメント ３

地域援助技術（コミュニティソーシャルワーク） ３

対人援助者監督指導（スーパービジョン） ６

人材育成及び業務管理 ３

運営管理におけるリスクマネジメント ３

地域援助技術 ６

事例研究及び事例指導方法 ５

演
習

地域援助技術 ３

対人援助者監督指導 １２

事例研究及び事例指導方法 １８

講
義
・
演
習

ケアマネジメントに必要な医療との連携及び多職種協働の実現
（新）

６

対人援助者監督指導 １８

個別事例を通じた介護支援専門員に対する指導・支援の展開 ２４事例研究及び事例指導方法 １８

合計 ６４

個別事例を通じた介護支援専門員に対する指導 支援の展開 ２４

合計 ７０

研修課目 時間

講講
義

介護保険制度及び地域包括ケアシステムの動向（新） ４

主任介護支援専門員としての実践の振り返りと指導及び支援の実践（新）

リハビリテーション及び福祉用具活用に関する事例 ６

看取り等における看護サービスの活用に関する事例 ６
講
義
・演
習

看取り等における看護サ ビスの活用に関する事例 ６

認知症に関する事例 ６

入退院時等における医療との連携に関する事例 ６

家族への支援の視点が必要な事例 ６

社会資源の活用に向けた関係機関との連携に関する事例 ６

主任介護支援専門員更新研修として創設

社会資源の活用に向けた関係機関との連携に関する事例 ６

状態に応じた多様なサービス（地域密着型サービスや施設サービス
等）の活用に関する事例

６

合計 ４６
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○目 的

平成２６年度介護支援専門員研修改善事業

介護支援専門員の資質向上については、これまで、必要な知識・技能の習得を目的とし、都道府県が実施主
体となって、実務に就いたあとも継続的に研修の機会を提供できるよう体系的な研修を行ってきたところ。

一方、介護支援専門員に係る研修については、都道府県ごとに実施されていることから、研修内容に格差が
生じているとの指摘がある生じているとの指摘がある。

このため、国として研修実施のガイドラインを策定することにより、都道府県が行っている研修水準の平準化を
図るとともに介護支援専門員の更なる資質向上に資する研修とし、全国的な研修の質の確保を図る。

○事業内容
（１）研修向上委員会の設置・運営

指導要領・指導技術・演習方法・研修の修了評価方法等、効率的・効果的な研修の実施方策を検討する「介
護支援専門員研修向上委員会（以下 「本委員会」という）」を設置護支援専門員研修向上委員会（以下、「本委員会」という）」を設置。

本委員会の下にワーキンググループを設置し、都道府県における研修の企画・評価、指導手法の開発、適
切な研修実施規模の確保、修了評価の実施等の一連の研修の実施の効果的な方法に関する、各研修（実務
研修、専門（更新）研修、主任介護支援専門員研修、主任介護支援専門員更新研修）のガイドラインを作成。

本委員会の議論を経てガイドラインを策定。

（２）指導者養成研修の実施
策定されたガイドラインに基づき、各研修の位置付けや修了時の到達目標、各科目の考え方、ＯＪＴへの繫

がりなど、研修全体のコンセプトとあわせて指導技術を学ぶ場として、各都道府県の研修講師及び都道府県
研修実施担当職員を対象に指導者養成研修を実施。

（３）事例集の作成
自立支援に資するケアマネジメントを推進するため、自立支援に向けて不足している視点と必要な視点を明

らかにするため、ケアマネジメントの演習科目における事例を作成。
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介護支援専門員の研修に係るPDCAサイクルの構築

厚生労働省 企画・評価委員会

効果的な研修実施方法の確立

厚生労働省 企画 評価委員会

研
ＰＤＣＡの実行

（介護支援専門員研
修改善事業）

方向性の提示
結果の

フィードバック

修
実
施
支
援

・ガイドラインの作成
・講師の養成

都道府県 実行委員会

援

研修の企画・評価

委託・参画
結果の

ＰＤＣＡの実行
（介護支援専門員資

研修実施事業者

結果の
フィードバック

（介護支援専門員資
質向上事業）

研修の実施

研修実施事業者
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介護支援専門員研修課程の見直しに伴い、実務研修の実習については、

介護⽀援専⾨員実務研修における実習について

・ケアマネジメントの実践現場の実態を認識する機会
・実施上の効果を高めるため、指導方法を強化

の観点で内容を見直し、実施要綱（※）において、実習における留意点を新たに記載
このため、実務研修の実習の実施に当たっては、居宅介護支援事業所の協力が必要

※「介護支援専門員資質向上事業の実施について」（平成２６年７月４日老発０７０４第２号）
（別紙１）介護支援専門員実務研修実施要綱（別紙１）介護支援専門員実務研修実施要綱

介護支援専門員実務研修実施要綱（抜粋）

４ 研修実施上の留意点
（１）研修実施方法

イ 実習における留意点
実習先としては 特定事業所加算を取得している事業所のような指導体制が整 ている事業所で行うこと実習先としては、特定事業所加算を取得している事業所のような指導体制が整っている事業所で行うこと

が適切であり、主任介護支援専門員が配置されている事業所に協力してもらうことが適当である。
実習に当たっては、一つの事例だけではなく、複数の事例についてケアマネジメントプロセスを経験するこ

とが効果的であり、アセスメントからモニタリングまでの一連のケアマネジメントプロセス（同行等による利用とが効果的であり、ア ントから タリングまでの 連のケア ネジ ント （同行等 よる利用
者の居宅訪問、サービス担当者会議開催のための準備や当該会議への同席も含む）を経験することが適当
である。なお、実習期間中にサービス担当者会議が開催される機会がなく、会議に同席できなかった場合に
は、実習先の指導者によって、サービス担当者会議の準備や会議当日の議事進行の方法等を説明すること
により理解を促すことにより理解を促すこと。

実習においては、事前に実習に係る対象者等の同意を得るとともに、特に対象者の安全の確保や知り得
た秘密の厳守について万全を期すよう受講者に周知徹底すること。
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質の⾼いケアマネジメントを実施する事業所の評価の推進（特定事業所加算の⾒直し）

算定要件

〔現行〕

（人員配置及び要件に変更のある部分のみ記載）

〔改正後〕〔現行〕

特定事業所加算Ⅰ（５００単位／月）

１ 常勤専従の主任介護支援専門員を
１名以上配置

２ 常勤専従 介護支援専門員を３名

（新）特定事業所加算Ⅰ（５００単位／月）

１ 常勤専従の主任介護支援専門員を２名以上配置
２ （継続）

〔改正後〕

２ 常勤専従の介護支援専門員を３名
以上配置

３ 中重度者の占める割合が50％以上
４（新規）

３ 中重度の利用者の占める割合が40％以上
４ 法定研修等における実習受入事業所となるなど人材

育成への協力体制の整備

（新）特定事業所加算Ⅱ（４００単位／月）

１ （継続）
２ 常勤専従の介護支援専門員を３名以上配置

法定研修等における実習受入事業所になるなど人材

特定事業所加算Ⅱ（３００単位／月）

３ 法定研修等における実習受入事業所になるなど人材
育成への協力体制の整備

特定事業所加算Ⅱ（３００単位／月）

１ 常勤専従の主任介護支援専門員を
１名以上配置

２ 常勤専従の介護支援専門員を２名
以上配置

（新）特定事業所加算Ⅲ（３００単位／月）

１ （継続）
２ （継続）
３ 法定研修等における実習受入事業所となるなど人材以上配置

３ （新規）

法定研修等 け 実習受 事業所 人材
育成への協力体制の整備
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特定事業所加算〔現行〕

質の高いケアマネジメントを提供する事業所に対する加算
・特定事業所加算（Ⅰ） 500単位／月

○算定要件（ (Ⅰ)、(Ⅱ)の算定はいずれか一方に限る。）

特定事業所加算（ ） 単位／月
・特定事業所加算（Ⅱ） 300単位／月

【特定事業所加算（Ⅰ）】
① 常勤かつ専従の主任介護支援専門員を配置していること。

② 常勤かつ専従の介護支援専門員を３名以上配置していること。

③ 利用者に関する情報又はサ ビス提供に当た ての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催すること③ 利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催すること。

④ 24時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保していること。

⑤ 算定日が属する月の利用者の総数のうち、要介護３～要介護５である者の割合が５割以上であること。

⑥ 介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること。

⑦ 地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても 居宅介護支援を提供していること⑦ 地域包括支援センタ から支援が困難な事例を紹介された場合においても、居宅介護支援を提供していること。

⑧ 地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加していること。

⑨ 運営基準減算又は特定事業所集中減算の適用を受けていないこと。

⑩ 介護支援専門員１人当たりの利用者の平均件数が40件以上でないこと。

【特定事業所加算（Ⅱ）】
特定事業所加算（Ⅰ）の①、③、④、⑥、⑦、⑨及び⑩を満たすこと並びに常勤かつ専従の介護支援専門員を２名以上配置し

ていること。

42



各研修の受講要件
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各研修における受講要件①（変更のない研修課程）

実務研修

法第６９条の２に規定する介護支援専門員実務研修受講試験に合格した者とする。

実務研修

専門研修Ⅰ

原則として、介護支援専門員としての実務に従事している者であって、就業後６か月以上の者とする。

専門研修Ⅰ

専門研修Ⅱ

原則として、介護支援専門員としての実務に従事している者であって、就業後３年以上の者とする。

専門研修

再研修

次のいずれかに該当する者とする。
① 介護支援専門員として都道府県の登録を受けた者であり、登録後５年以上実務に従事したことがない者又は実務

経験はあるがその後５年以上実務に従事していない者で、今後、新たに介護支援専門員証の交付を受けようとする
者者

② 実務経験はあるが、その後実務に従事する予定がないとして更新を行わなかった者等で、実務経験後５年を経過
する前に再度実務に従事するため介護支援専門員証の交付を受けようとする者

また、介護支援専門員実務研修修了後、相当の期間を経過した者についても、本研修の対象者とすることができる。

次のいずれかに該当するものであって、介護支援専門員証の有効期 間がおおむね１年以内に満了する者とする。
① 介護支援専門員証の交付を受けてから、その有効期間が満了するまでに介護支援専門員として実務に従事した経

更新研修

験を有しない者(以下「実務未経験者」という。)
② 介護支援専門員証の有効期間中に、介護支援専門員として実務に従事している者又は従事していた経験を有する

者(以下「実務経験者」という。)
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主任【現行】 主任【新】 主任更新【新規】

各研修における受講要件②（変更のある研修課程）

主任【現行】 主任【新】 主任更新【新規】

介護支援専門員の業務に関し十分な知識と経験
を有する介護支援専門員

① ④ ずれ 該

利用者の自立支援に資するケアマネジメントが実
践できている介護支援専門員
※居宅サービス計画等を提出させ、内容を確認

主任介護支援専門員研修修了証明書の有効期
間がおおむね２年以内に満了する主任介護支援
専 員①から④のいずれかに該当

かつ
専門研修課程Ⅰ及Ⅱ

又は
介護支援専門員更新研修（実務経験者）修了者

①から④のいずれかに該当
かつ

専門研修課程Ⅰ及Ⅱ
又は

専門員
かつ

①から④のいずれかに該当
上記の要件以外に、都道府県において実情に応

じた受講要件の設定可介護支援専門員更新研修（実務経験者）修了者 又は
介護支援専門員更新研修（実務経験者）修了者

じた受講要件の設定可

① 専任として従事した期間が通算５年以上
※管理者との兼務は期間として算定可

① 専任として従事した期間が通算して５年以上
※管理者との兼務は期間として算定可

① 介護支援専門員に係る研修の企画、講師や
ファシリテーターの経験者

② ケアマネジメントリーダー養成研修修了者
又は

認定ケアマネジャー
であって 専任として従事した期間が通算３年以

② ケアマネジメントリーダー養成研修修了者
又は

認定ケアマネジャー
であって 専任として従事した期間が通算３年以

② 地域包括支援センターや職能団体等が開催す
る法定外の研修等に年４回以上参加した者であって、専任として従事した期間が通算３年以

上
※管理者との兼務は期間として算定可

であって、専任として従事した期間が通算３年以
上
※管理者との兼務は期間として算定可

る法定外の研修等に年４回以上参加した者

③ 現に地域包括支援センターに配置されている
ず

③ 現に地域包括支援センターに配置されている
ず

③ 日本ケアマネジメント学会等が開催する研究大
が主任介護支援専門員に準ずる者 主任介護支援専門員に準ずる者 会等において、演題発表等の経験がある者

④ その他、介護支援専門員の業務に関し十分な
知識と経験を有する者
※都道府県が適当と認める者

④ その他、介護支援専門員の業務に関し十分な
知識と経験を有する者
※都道府県が適当と認める者

④ 日本ケアマネジメント学会が認定する認定ケア
マネジャー

45

※都道府県が適当と認める者 ※都道府県が適当と認める者

上記の要件以外に、都道府県において実情に応
じた受講要件の設定可

上記の要件以外に、都道府県において実情に応
じた受講要件の設定可

⑤ 主任介護支援専門員の業務に十分な知識と経
験を有する者であり、都道府県が適当と認める者
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研修体系における更新等の流れ
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経過措置

主任介護支援専門員の更新パターン①

H18' H19' H20' H21' H22' H23' H24' H25' H26' H27' H28' H29' H30' H31' H32' H33' H34' H35' H36' H37' H38'

更新更新更新 更新 更新

施行
H28.4.1

経過措置

H18'～H23'の受講者 H31.3.31
H24'～H25'の受講者 H32.3.31

主　　　任

37 302人

主任更新

主任更新

主任更新

主任更新

主任更新

更新 ケアマネ証有効期間の変更

37,302人

主任更新 主任更新

主任更新 主任更新更新

更新

ケアマネ証有効期間の変更

ケアマネ証有効期間の変更

主　任

5,961人
主任更新

主任更新

主任更新

主任更新

更新

更新

ケアマネ証有効期間の変更

ケアマネ証有効期間の変更

主任更新
主　任

6,374人
主任更新

主任更新

主任更新

更新

更新

ケアマネ証有効期間の変更

ケアマネ証有効期間の変更

主　任
6,374人

主　任
6,374人

主任更新

主任更新

主任更新

主任更新

更新

更新

ケアマネ証有効期間の変更

ケアマネ証有効期間の変更

主任更新

主　任

主　任

主任更新 主任更新

更新

更新

ケアマネ証有効期間の変更

ケアマネ証有効期間の変更更新
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経 措置

主任介護支援専門員の更新パターン②

H18' H19' H20' H21' H22' H23' H24' H25' H26' H27' H28' H29' H30' H31' H32' H33' H34' H35' H36' H37' H38'

更新更新 更新 更新

施行
H28.4.1

経過措置

H18'～H23'の受講者 H31.3.31
H24'～H25'の受講者 H32.3.31

主　　　任

37 302人

主任更新 主任更新 主任更新

主任更新 主任更新

更新

更新

ケアマネ証有効期間の変更

ケアマネ証有効期間の変更

37,302人

主任更新 主任更新

主任更新 主任更新

更新更新 ケアマネ証有効期間の変更

主任更新 主任更新

主任更新

主　任

5,961人

主任更新

更新

更新
更新

ケアマネ証有効期間の変更

ケアマネ証有効期間の変更

主任更新

主任更新 主任更新

主　任

6,374人

主任更新更新

更新

更新

更新

ケアマネ証有効期間の変更

ケアマネ証有効期間の変更

主　任
6,374人

主任更新 主任更新

主　任
6,374人

主任更新 主任更新

更新

更新

更新

更新

ケアマネ証有効期間の変更

ケアマネ証有効期間の変更

主　任 主任更新

主任更新主　任 主任更新更新

更新

更新

更新

ケアマネ証有効期間の変更
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経過措置

主任介護支援専門員の更新パターン③

H18' H19' H20' H21' H22' H23' H24' H25' H26' H27' H28' H29' H30' H31' H32' H33' H34' H35' H36' H37' H38'

更新更新 更新 更新

施行
H28.4.1

経過措置

H18'～H23'の受講者 H31.3.31
H24'～H25'の受講者 H32.3.31

主　　　任

37 302人

主任更新 主任更新 主任更新

主任更新 主任更新

更新

更新

ケアマネ証有効期間の変更

ケアマネ証有効期間の変更

37,302人

主任更新 主任更新

主任更新 主任更新

更新

更新 ケアマネ証有効期間の変更

主任更新 主任更新

主任更新

主　任

5,961人

主任更新更新

更新

更新 ケアマネ証有効期間の変更

主任更新

主任更新 主任更新

主　任

6,374人

主任更新

更新
更新

ケアマネ証有効期間の変更

主　任
6,374人

主任更新 主任更新

主　任
6,374人

主任更新 主任更新

更新

更新

更新

更新

ケアマネ証有効期間の変更

ケアマネ証有効期間の変更

主　任 主任更新

主任更新主　任 主任更新更新

更新

更新

更新

ケアマネ証有効期間の変更

ケアマネ証有効期間の変更
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経 措置

主任介護支援専門員の更新パターン④

H18' H19' H20' H21' H22' H23' H24' H25' H26' H27' H28' H29' H30' H31' H32' H33' H34' H35' H36' H37' H38'

更新更新 更新 更新

施行
H28.4.1

経過措置

H18'～H23'の受講者 H31.3.31
H24'～H25'の受講者 H32.3.31

主　　　任

37 302人

主任更新 主任更新 主任更新

主任更新 主任更新

更新

更新

ケアマネ証有効期間の変更

ケアマネ証有効期間の変更

37,302人

主任更新 主任更新

主任更新 主任更新

更新

更新

ケアマネ証有効期間の変更

ケアマネ証有効期間の変更

主任更新 主任更新

主任更新

主　任

5,961人

主任更新

更新

更新

ケアマネ証有効期間の変更

主任更新

主任更新 主任更新

主　任

6,374人

主任更新更新

更新

ケアマネ証有効期間の変更

主　任
6,374人

主任更新 主任更新

主　任
6,374人

主任更新 主任更新更新

更新

更新 ケアマネ証有効期間の変更

主　任 主任更新

主任更新主　任 主任更新更新

更新

更新

更新

ケアマネ証有効期間の変更

ケアマネ証有効期間の変更
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経 措置

主任介護支援専門員の更新パターン⑤

H18' H19' H20' H21' H22' H23' H24' H25' H26' H27' H28' H29' H30' H31' H32' H33' H34' H35' H36' H37' H38'

更新更新 更新 更新

施行
H28.4.1

経過措置

H18'～H23'の受講者 H31.3.31
H24'～H25'の受講者 H32.3.31

主　　　任

37 302人

主任更新 主任更新 主任更新

主任更新 主任更新更新

ケアマネ証有効期間の変更

ケアマネ証有効期間の変更

37,302人

主任更新 主任更新

主任更新 主任更新

更新

更新

ケアマネ証有効期間の変更

ケアマネ証有効期間の変更

主任更新 主任更新

主任更新

主　任

5,961人

主任更新

更新

更新

ケアマネ証有効期間の変更

ケアマネ証有効期間の変更

主任更新

主任更新 主任更新

主　任

6,374人

主任更新更新

更新

ケアマネ証有効期間の変更

ケアマネ証有効期間の変更

主　任
6,374人

主任更新 主任更新

主　任
6,374人

主任更新 主任更新

更新

更新

ケアマネ証有効期間の変更

主　任 主任更新

主任更新主　任 主任更新更新

更新

更新

更新

ケアマネ証有効期間の変更

ケアマネ証有効期間の変更
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